
【提言内容】 

（１）基幹的職員の育成 

保育士・指導員の他に各種の専門職が配置され、連携して子どもへの養護をすすめる上

で、横断的にコーディネートできる基幹的職員の役割は重要であり、マネジメント力が

問われているため、基幹的職員の研修を充実させること。 

（２）人材育成の財政的基盤の確立 

職員が長く子ども達と関わることは、子どもの情緒の安定の土台となり、経験の蓄積は

児童養護の質を担保するために重要なことである。ベテラン職員の存在は、新人職員の

安心感となり、養護の知識と技術を教える存在として、職員養成に欠かせない。また、

小規模グループケア養護、グループホームという東京都が目指す家庭的養護において質

の高いサービス（支援）を保障するためには、中心となる中堅、ベテラン職員が多数必

要となる。中堅職員・ベテラン職員を、多数雇用できる制度的基盤整備を行うこと。 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提言項目１】 

乳幼児及び保護者に対し適切な支援を行うために必要な職員体制の充実 

 

【現状と課題】 

 近年、少子化が進行する一方被虐待児等の社会的養護を必要とする乳幼児はむしろ増加し

ている。乳児院においては、特に毎年冬期は各施設ともほぼ満床状態となり、退所即新規入

所や夜間の緊急入所等緊張を強いられる状態が続く。更に入所児における病虚弱児、障害児

が増加し、院内での医療看護業務のほか、少ない職員を通院付き添いや入院面会等の院外業

務に当てなければならない等難しい運営を強いられている。 

また、被虐待児をはじめ多様な課題を抱える乳幼児の増加に伴い、乳幼児への個別支援、 

小規模グループケアや保護者への養育指導、退所後のアフターケアがますます必要となっ 

てきている。更に国や東京都の里親委託促進策を反映し、里親支援専門相談員の配置や里親

実習等で、里親との交流が増えるなど里親支援の拡充が求められているが、現在の職員体制

ではそのニーズに十分に対応しきれていないのが実情である。その他最近乳児院は、フレン

ドホーム支援や地域子育て支援等の新たな役割が求められているが、職員体制から対応困難

となっている。これらの直接支援業務の多様化・複雑化は、そのまま事務部門等間接部門の

業務増につながっている。 

このような中で、乳児院の職員は、研修等育成機会が十分に与えられず、年次有給休暇 

もほとんど取得できず、厳しい職場環境が職員の定着や資質向上を阻害し、新たな人材確 

保を困難にしている。特に看護師の人材確保は極めて深刻な状況となっている。 

年々増加する乳幼児の社会的養護ニーズに対応し、乳幼児及び里親を含む保護者に対す 

る支援を適切に実施するためには、緊急に乳児院の職員体制を充実させることが必要であ 

る。 

 

【提言内容】 

（１）大都市東京の現状に即した配置基準の更なる見直し、通院付添い加算の新設等により

直接処遇職員の増配置を図ること。 

（２）里親支援、フレンドホーム支援及び地域支援担当専門職員を都独自加算により増配置

すること。 

（３）小規模グループケアが促進されるように、専任職員の増配置を図ること。  

乳 児 部 会 

【乳児部会とは】   

    東京都社会福祉協議会に所属する都内 10 箇所の乳児院をもって組織されている。

本部会は、乳児福祉の増進と職員の資質向上を期するため、乳児院相互の連絡調整

を図り、各種調査・研究活動、研修会の開催等の事業を行っている。なお、入所定

員（暫定）は、全体で 506 名であり、平成 23 年度の年間入所者数は、752 人であっ

た。  
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【提言項目２】 

 緊急入所児や増加する病虚弱児、障害児等に対応できる医療体制の強化  
 
【現状と課題】  

東京都においてはかつて、都立八王子小児病院付属乳児院及び都立母子保健院が手厚い医

療看護体制のもと、社会的養護を必要とする病虚弱児等を受け入れていたが、前者が平成２

年、後者が平成１４年に廃止されたため、その後は民間の各乳児院に病虚弱児等が多く入所

する状況となっている。しかし、乳児院の医療体制については、常勤の医師がいないところ

がほとんどである。また、都の独自加算による看護師の増配置もおこなわれたが、対象児の

受入枠の条件等もあり、病虚弱児に対し十分な医療的ケアを施すことができないのが現状で

ある。更に入所児において増加傾向にある発達障害児に対しては、必要な早期療育がほとん

ど行えていない。  
 また、児童相談所の一時保護施設は、２歳以上の児童が対象であるため、社会的養護を必

要とする２歳未満の乳幼児は、平日休日、昼夜間を問わず直接乳児院に入所する。入所前の

健康情報は聴き取りによるものしかなく、アレルギー等の健康上のリスクが不明のままだっ

たり、重大な感染症が持ち込まれたりするケースがあり、各乳児院は入所の都度不安を抱き

ながらの受入れとなっている。  
 病虚弱児等に対し適切な医療やリハビリテーションを提供するとともに、入所時の感染症

リスクを解消し、乳幼児の安全と安心を確保するためには、医療看護体制の整った公立施設

を整備し、行政的に対応することが適当である。  
 また、乳児院における乳幼児健康管理の充実を図ることも重要である。特に流行期に施設

負担で行っているインフルエンザ等の予防接種にかかる経費が施設財政を悪化させる一因と

なっている。更に実施することが望ましいヒブワクチンや肺炎球菌ワクチンの予防接種は、

現在市区町村における公費助成が区々になっており、早急に統一的に対応できるような措置

が必要である。  
 
【提言内容】 

（１）看護師、ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ等の医療従事者の配置を拡充し、あわせて病虚弱児加算の

要件緩和を行うよう国に働きかけること。  
（２）発達障害を持つ入所児に対し必要な早期療育が行えるような施策を講ずること。  
（３）必要な予防接種を全ての入所児に対し行えるよう措置すること。  
 

【平成 23 年度の緊急提言】  

①タイトル 平成 24 年度東京都予算等に対する要望   

提出先  東京都福祉保健局少子社会対策部長  

提出者  乳児部会長 今田義夫 

日 付  平成 23 年 7 月 21 日 

 

②タイトル 平成 24 年度東京都予算執行に関する緊急要望   

提出先  東京都福祉保健局長  

提出者  乳児部会長 今田義夫 

日 付  平成 24 年 1 月 30 日 

 

 
【提言項目１】 

 広域利用の促進に向けて－「施設状況把握システム」の活用への取り組み－ 

 
【現状と課題】 

 当部会として多年にわたり広域利用の推進を掲げ、取組んできた。夫等の暴力被害や追

跡から母子の安全を確保するには、同一地区内の利用には限界があること。都内 37 の施設

が偏在していることにより施設利用状況に差が生じ、広域利用への対応も地域により違い

がある状況である。都民にとって社会資源が有効に活用され、施設利用を必要とする母子

にとって選択の幅を広げ、利用者本位の視点から母子福祉の向上を願う母子福祉部会は、

切実に広域利用の必要性を訴えてきたところである。 

 平成 22 年度、東京都では次世代育成支援東京都行動計画（後期）に基づき、「母子生活

支援施設のあり方検討委員会」を設置し、これまでの課題を整理し、各市区支援担当者、

関係機関との協議で一定の共通認識、一定の解決見通しを得た。 

当部会は、前年度提言、「施設空室状況把握システム構築」を踏まえて、一年をかけ、

東京都はじめ関係機関と協議を行い、空き室状況、支援内容等を把握できる、母子生活支

援施設の「施設状況把握システム」を東京都社会福祉協議会ホームページ内に構築しまし

た。平成 24 年４月より試験稼働を経て、年度内での本格稼働を目指している。 

 

【提言内容】 

 複雑な課題を抱えた母子世帯が、適切な援助・支援を受けたいと望んだときに、最適の

援助・支援が行えるよう「施設状況把握システム」を活用し、居住地域内支援、広域支援

を問わず最善の支援を提供できるよう関係機関間のさらなる連携強化が必要とされる。  
 
 
【提言項目２】 

【母子福祉部会とは】 

 都内 37 の母子生活支援施設と（財）東京都母子寡婦福祉協議会で構成。母子福

祉の向上のために、情報交換や研修、調査、広報誌「ほほえみ」の発行を行ってい

る。  
 平成 23 年度は、毎年発行している広報誌「ほほえみ№52」や「紀要第４号」を

作成した。また、隔年実施の「東京都の母子生活支援施設実態調査」報告書を発行

した。  
 部会役員会では、東京都社会福祉協議会の「児童・女性福祉部会等活動助成事業」

を活用し、１年を掛けて、関係機関等と協議の上、母子生活支援施設の「施設状況

把握システム」の構築を進めるとともに、部会広域利用推進委員会においても施設

を広く地域に知ってもらうため同じく、「児童・女性福祉部会等活動助成事業」を

活用し、地域重点事業（母子生活支援施設ＰＲ事業）として、母子福祉部会主催で、

東京都の後援、江東区の協賛をいただき、第１回「母子生活支援施設紹介展示会」

を江東区総合区民センターに於いて開催した。  

母 子 福 祉 部 会 
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